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I 国際的保険取引による保険会社の破
φ戸司

自提

保険取引は，基本的には国内取引である O な

ぜなら，海外直接付保規制がほとんどの国に存

在するため(日本では保険業法185条6項， 186 

条 1項)，国際的な保険取引が行われることは

例外的である O その主要な例外は再保険取引で

ある(日本では同法186条 1項，同施行令19条

1号)。国際的な再保険取引は，保険業界では

一般に海外再保険取引と呼ばれているが， 日本

の保険会社(特に，損害保険会社)においては

日常的に行われている O 日本で設立された損害

保険会社(内国損害保険会社と呼ばれている)

は，引き受けている保険リスクのほとんどが日

本国内に所在し， 日本国内で集積損害が発生す

ると(台風，地震などにどの内国損害保険会

社も大打撃を被るため，集積損害リスクは海外

の保険者に再保険で移転せざるを得ない(これ

を出再という)。その一方で、，損害保険会社は

保有する保険リスクの地域的分散を図るため，

海外の保険リスクを再保険で引き受けることに

なる(これを受再という)。こうして，日本の

内国損害保険会社は，海外再保険取引を，出再

についても受再についても一定程度行っている。

ところで，内国損害保険会社に対する保険監

督は，国内の保険取引のみならず，国際的な保

険取引にも及ぶ筈である。なぜ、なら，そうでな

キよしざわたくや，小樽商科大学大学院准教授

いと保険業法の目的の一つである「保険業を行

う者の業務の健全かっ適切な運営の確保J(保

険業法 1条)に支障をきたすからである。そし

て，保険会社が国際的な保険取引を行う以上，

保険監督に関しでも渉外的な法律問題が発生す

る可能性がある O 特に保険会社の破綻処理にお

いて問題が顕在化しやすい。

戦後において内国損害保険会社が破綻したの

は僅かに2社であるが，そのうちの 1杜である

大成火災海上保険株式会社(以下，大成火災と

いう)の破綻原因は，特定の海外再保険取引に

あると言われている。大成火災破綻後に，大成

火災および日本の他の損害保険会社が，当該海

外再保険取引に関する損害賠償を米国において

仲裁や裁判で請求したところ，逆に，過去に実

施された日本の監督当局による当該保険会社に

対する検査関係書類の開示が求められる事態と

なった。本稿では，この事実を紹介するととも

に若干の検討を行う O

E 海外再保険取引の仕組み

大成火災は，ある再保険プールに1972年から

参加していたが，当該プールが実質的に破綻し

ていることが2001年に判明し，それがために会

社更生手続開始を申し立てるに至った。再保険

プールとは，複数の保険会社がプール・メン

バーとなり，共同して再保険の引受を行い，そ

の損益をプール・メンバーで分配する仕組みの

ことである。大成火災破綻時における当該再保

険プールのメンバーは，千代田火災海上保険株
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式会社(以下，千代田火災という)を引き継い

だあいおい損害保険株式会社(以下，あいおい

損保という)2， 日産火災海上保険株式会社(以

下，日産火災という)，大成火災であった。

一般に，再保険プールでは，再保険プールの

運営・管理をプール・メンバー自らは行わない。

その代わり，各プール・メンバーが同ーのマネ

ジング・エージェント (managingagent.運営

代理人)じ再保険プールの運営・管理を委託す

る。大成火災らがプール・メンバーだった再保

険プールのマネジング・エージェントが，米国

ノ」ス・カロライナ州に所在したフオートレ

ス・リ一社(以下， FR社という)である。

各プール・メンバーは FR社と個別にマネジ

メント契約を締結し，再保険プ」ル(以下，

FR再保険プ」ルという)の運営・管理を FR

社に委ねていた。具体的な委任業務は，他の保

険者または再保険者からの受再，受再した保険

リスクの再出再，再保険料の収受，再保険金支

払，再保険料率や再保険手数料率の決定，資金

の管理・運用等である。

阻 FR再保険プール破綻後の損害賠償

請求と保険検査資料の開示請求

1 マネジング・エージェント等に対する損

害賠償請求

FR再保険プール破綻後に，あいおい損保，

大成火災の再保険業務を引き継いだ大成再保険

株式会社3 日産火災を引き継いだ株式会社損

害保険ジャパン(以下，損保ジャパンという )4

の3社は，それぞれ， FR社およびその関係者

に損害賠償を求めて，米国仲裁協会 (AAA:

American Arbitration Association) に仲裁を

申し立てた50

被申立人である FR社側は，詳細は不明であ

るが，申立人である日本の損害保険会社各社に

対する， 日本の保険監督当局の監督・検査内容

を問題としたようである O そして， FR社側は，

日本の保険監督当局が保持する監督・検査関係

書類を入手すべく， 日本において行政文書の開

示を求めた6。具体的には， FR社側から依頼を

受けたと推測される者が， 日本の情報公開法に

基づき，大成火災， 日産火災，安田火災海上保

険株式会社(以下，安田火災という)，あいお

い損保または千代田火災に関する， 1998年~

2002年の間(すなわち， FR再保険プール破綻

の前後)の検査関係書類等の開示を金融庁長官

に請求した。

金融庁長官は，開示請求対象文書の全部また

は一部の不開示決定を行った。検査関係書類に

関しては，日産火災および安田火災に対して実

施された検査が開示請求対象となったが，金融

庁作成の検査結果通知，検査報告書，審査参考

資料，および，両保険会社作成の立入検査結果

に対する報告書が，情報公開法5条2号イ， 6 

号イを理由として全部不開示となった。そこで，

開示請求者は，当該不開示決定の取り消しを求

めて提訴したが，裁判所は請求を棄却した(東

京地判平成16年4月23日・訟務月報51巻6号)。

2 会計事務所に対する損害賠償請求

FR再保険プール破綻後に，あいおい損保と

損保ジャパンの 2社は FR再保険プールと

FR社の両者の会計監査を担当していたデロイ

ト・トウシュ会計事務所 (Deloitte& Touche) 
等を被告として，それぞれ，米国ノース・カロ

ライナ州裁判所に損害賠償訴訟を提起したら

両裁判において，被告であるデロイト・トウ

シュ会計事務所は，寄与過失 (contributory

negligence)の主張に必要だったため，原告で

ある両保険会社に対して 日本の保険監督当局

による検査の関係書類の開示を求めた。両保険

会社は， 自身が日本で保持する検査関係書類を

外国の裁判所に提出することは日本法上違法に

なると主張したが，特別補佐裁判官 (special

master)はι，仮に日本法上違法になるとしても，

米国の裁判所において裁判を行う以上，たとえ

外国法に抵触するとしても(ただし，本件の文

書提出が日本法上違法になるとの主張に疑問が

呈されている)，当事者は，米国の開示規則や

裁判所の命令に従わなければならない8。こと

に本件訴訟においては 両保険会社が米国を訴

訟地として選択して，米国法に基づく救済を求



1092 国際商事法務 Vol.42， No. 7 (2014) 

めるのであるから尚更である。そして，対外関

係法リステイトメンいに規定されている利益

衡量の各項目を当てはめると，開示を命ずるこ

とが妥当であるとして，インカメラ審理を行う

こと，そして，インカメラ審理の結果，開示が

妥当とされる文書であれば被告であるデロイ

ト・トウシュ会計事務所のみに開示することを

命じた (2004年7月14日)。

lV検討

情報公開法(平成11年法42号。平成13年4月

1日施行)の立法後に，秘匿を要する公務関係

の文書について一定の整理が行われた。すなわ

ち，情報公開法において一定の文書を不開示情

報と規定しつつ(情報公開法5条各号)，民訴

法(平成 8年法109。平成10年 1月 1日施行)

について220条 4号の改正および224条 3 項~5

項の追加を行って，やはり一定の文書を一般義

務としての文書提出命令の対象とならない除外

文書とした(平成13年法96号。同年12月1日施

行)。

これにより，行政機関が保有または所持(情

報公開法では「保有」 民訴法では「所持J)す

る金融検査資料は，情報公開法に基づく開示請

求についても，また，民事訴訟の当事者による

一般義務に基づく文書提出命令申立てについて

な開示対象から除外されている(法人等情報

として情報公開法5条2号イと民訴法220条4

号ハ，行政執行情報として情報公開法5条6号

イと民訴法220条4号ロ10)0 実際にも， FR社

側は金融庁が保有する検査関係書類等について

情報公開法に基づく開示請求を行ったが，裁判

でも退けられた(前述ill1参照)0

また，私人が所持する，秘匠を要する公務関

係の文書は，行政機関が保有する文書ではない

ので，そもそも情報公開法の開示請求対象とな

らず(同法3条)，民事訴訟の当事者による一

般義務に基づく文書提出命令申立てについては，

行政機関が所持する場合と同様に，開示対象か

ら除外されている O なお， I公務員の職務上の

秘密に関する文書J(民訴法220条4号ロ)とは，

公務員の職務上の秘密が記載されている可能性

がある文書を指すので私人が所持する文書も

公務秘密文書として除外文書になる110またな

お， I職業の秘密J(民訴法220条4号ハが引用

する197条 1項 3号)とは，公開によって当該

職業に深刻な影響を与え，以後その遂行が困難

になる事項のことであるので(最決平成12年3

月10日民集54巻3号1073頁)，たとえば破綻し

ていない金融機関に対する検査結果は「職業の

秘密」に該当するが，破綻金融機関に対する検

査結果は「職業の秘密」には該当しない(大阪

地決平成16年10月13日判時1896号127頁。相互

信金事件)。

したがって，たとえば保険会社を始めとする

金融機関に対する監督機関の検査結果通知書は，

行政機関と金融機関の双方が保有・所持するも

のであるが，いずれに対しでも，こと破綻して

いない金融機関に関するものである限り，日本

においては情報公開や一般義務に基づく文書提

出を求めることができない。

ところが，民訴法は日本国の手続法であるか

ら，他国での民事裁判に適用されることはなく，

当該外国の民事手続法が適用される。そして，

米国の民事手続においては強力な請求開示

(discovery)が用意されており， 日本の金融機

関が米国で訴訟当事者となる場合には，たとえ

ば金融監督当局の検査結果通知書の提出を相手

当事者から求められることがあり得る120そし

て，その場合に日本の金融機関が提出を拒んだ

としても，米国の裁判所が必要と判断する文書

の提出には応じざるを得ない。けれども，秘匿

を要する日本国の公務関係の文書を開示してし

まうことは， 日本の情報公開法が一定の文書を

不開示としそして，日本の民事訴訟法が情報

公開法に整合するように，一定の文書を文書提

出命令の除外文書としたこととの整合が図れず，

日本国の国益を損なう事態が生じる可能性が理

論的にある130

現実にも， 日本の保険会社が当事者となった

本件米国訴訟では，自ら米国で提訴した訴訟で

あるものの，そして，保護命令 (protective

order)14付きではあるものの， 日本国の検査関

係書類が世界的に展開する巨大会計事務所に開
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示されてしまうことになったのである(前述E

2参照。正確には，米国の裁判所が開示を命じ，

日本の保険会社がそれに従った15)。本件は日

本の保険会社・米国の会計事務所間の裁判で

あったが， 日米の保険会社間の裁判が米国で行

われる場合に，そして相手当事者たる米国保険

会社またはその保険会社グループが，日本に支

庖等を有していたり，日本に内国保険会社を設

立していたりする場合において，本件と同様に

して，検査関係書類等の日本国としては秘匠を

要すると考える文書が相手当事者に開示されて

しまうとなると，問題はより深刻となろう O

〔注〕
1 本文EおよびEの事実は，大成火災『更生計画

案j(2002年6月および2002年8月)の第 1章第

1節 r2.会社更生手続開始申立に至った経緯j

および第1章第 1節 r8. 経営責任調査委員会J，
および，米国での2件の訴訟 (Sompov. Deloitte， 

Superior Court of N. c.， Guilford County， 03 CVS 

5547; Aioi v. Sabbah et al.， Superior Court of N. 

C.， Guilford County， 03 CVS 5659)の資料に基づ

いている。

2 千代田火災は2001年4月に大東京火災海上保険

株式会社と合併しあいおい損害保険株式会社と

なった。

3 大成火災は更生計画に基づいて2002年10月1日

に会社分割され，大成火災の完全子会社として大

成再保険が新設された。

4 日産火災は2002年7月に安田火災海上保険株式

会社と合併し損保ジャパンとなった。

5 FR社とのマネジメント契約に仲裁条項が存在

したためである。

6 ReJ， Sompo v. Deloitte， Stφra n. 1， Special 

Master Ruling on the J apanese Regulator Docu-

ments， July 14， 2004. 

7 Somjうov. Deloitte， Stψra n. 1， Aioi v. Sabbah et 

al.， supra n. 1. 
8 ReJ， 1n re Sealed Case， 832 F.2d 1268， 1283-4 

(D.C. Cir. 1987)， Minnesota Mining & lJ!Jj主.Co. v. 
NiPpon Carbide 1ndus. Co.， 171 F.R.D. 246， 249 

(D. Minn. 1997). 

9 ReJ， Restatemellt (Third) of Foreign Rela同

tions (1987)， Section 442(lXc). 

10 ただし両法が開示・提出の例外とする文書は

厳密には一致しない。たとえば，深山卓也他「民

事訴訟法の一部を改正する法律の概要(上)Jジュ

リスト1209号 (2001年)109頁では，両者は「ほ

ほ同じjと表現されている。

11 深山他・前注104頁， .106-107頁，秋山幹男「民

事訴訟における公務文書の文書提出命令制度一一

一般義務化と公務秘密文書・契約時訴訟関係書類

の除外一一」青柳幸一編『融合する法律学下巻』

(信山社。 2006年)468頁参照。

12 連邦地裁に係属する場合には米国連邦民事訴訟

規則 (FederalRules of Civil Procedure)が適用

されるが，訴訟当事者に対する請求開示について

同規則34条参照。なお，訴訟当事者でなくても，

文書等の開示を命じられることがある。同規則34

条(c)，45条参照。

13 ただしさすがに外交や国防上の機密事項の開

示は命じられないものと思われる。

14 米国連邦民事訴訟規則26条(c)参照。

15 なお，開示命令に従わない選択肢(N.C.General 

Statutes， Chap. 1A， Rule 37) も存在したと思わ

れる。米国外所在文書の開示命令に従わない場合

の制裁は，提出が当該文書所在国の法令等に反す

ることになる場合には，一定のものに限定される

可能性が十分にあるからである。 ReJ，Restate-

ment， supra n. 9， Section 442(2). 個 B
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